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令和元年度 第１回 佐倉市福祉有償運送運営協議会 会議要録 

 

 

開催日時 令和元年６月１０日（月） １０時００分～１１時０８分 

開催場所 佐倉市役所社会福祉センター地下研修室 

出席委員 佐藤 幸恵、飯塚 孝廣【代理人】横川 史陽 

高梨子 淳一、海上 美佳、谷野 宏輝、友崎 彰、安本 秀明 

鴇﨑 金次、川名 秀雄（９名） 

欠席委員 木村 毅 

事務局  大谷 誠一（社会福祉課長）、菅沼 京子（社会福祉課地域福祉班班長） 

片貝 壽秀（社会福祉課主査）、菅原 英雄（社会福祉課主査補） 

事業主体 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会  ２名 

傍聴人   なし 

 

 

【次第】 

 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議事 

（１） 福祉有償運送の必要性について 

（２） 更新登録の申請に係る協議について 

      ・社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 

４ その他 

（１） 軽微な事項の変更について報告 

・公益社団法人 佐倉市シルバー人材センターについて 

 

５ 閉会 
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【３ 議事】 

 

▲事務局 

要綱第 7 条第 1 項により、「会長が議長となる」旨が規定されておりますので、

議事進行を会長にお願いします。 

 

◇会長 

それでは会議次第に従い進めさせていただきます。本日の出席委員は、10名中 9

名でございます。過半数以上のご出席をいただいており、要綱第 7条第 2項の規定

に基づき、本協議会は成立いたします。それでは、議事に入る前に、会議に関する

基本的な事項について確認をさせていただきたいと思いますので、事務局から説明

をお願いします。 

 

▲事務局 

「会議の公開について（各事業者の説明及び質疑応答までを「公開」とし、協議に

ついては「非公開」とする旨）」説明 

 

◇会長 

ただいま事務局から説明がありました事について、何かご意見等はありますか。

ないようですので、「会議の一部非公開について」賛成の方は挙手をお願いいたし

ます。 

 

（挙手） 

 

◇会長 

では、賛成全員ですので、佐倉市福祉有償運送運営協議会において、本日の会議

を一部非公開とすることと決定いたしました。 

 

それでは議事に移ります。議事（1）福祉有償運送の必要性について、事務局か

ら説明後、議事（2）社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会に関する登録の申請に

ついて、に移りたいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。 

 

▲事務局 

「福祉有償運送の必要性について」 

市内高齢者人口の推移と将来推計、市内移動制約者の状況、佐倉市福祉タクシ

ー利用券利用状況、佐倉市福祉寝台車利用券利用状況、佐倉市内のタクシー会社

のタクシー配備状況について、各福祉有償運送事業者の運送実績等について説明 
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◇会長 

先ほどタクシー会社の配備状況説明の中で、福祉車両 6 台のうち車いす車両が 3

台とのことでしたが、残り 3 台はどのような車両でしょうか。 

 

▲事務局 

残り3台は、いずれも後部座席が90度回転する回転シート車両です。 

 

□Ｂ委員 

先日佐倉市地域公共交通会議があったが、運転免許証の返納者が増加しています。

こちらの資料でも、その数値を紹介すべきと考えます。また、免許返納者に対して

は割引パスを交付しています。返納理由として多いのは加齢から来る不安が主だが、

現状免許返納という理由だけでは福祉有償運送事業を利用する資格はないのは承

知していますが、そうした人も福祉有償運送事業を利用できるよう考慮できないで

しょうか。また、統計数値でも明らかですが、少子高齢化が進んでいます。そのこ

とについても意識していただきたい。 

 

▲事務局 

様々な制度が関連する中で、検討の余地がある点については検討していきたい

と考えます。 

 

□Ｄ委員 

 市内のタクシー会社の福祉車両の配備状況について、存在を知らない市民が多い

のではないでしょうか。もっとアピールするよう検討をしてはどうでしょうか。 

 

▲事務局 

所管となる障害福祉課に情報提供し、広報等で周知できないか検討していきた

いと考えます。 

 

□Ｂ委員 

 昨年度新規登録した移動サポートちば・北総の今年度の稼働状況が、未だゼロと

伺っています。 

 

◇会長 

せっかく登録され、熱意もあったので、利用されるようさらに努力を重ねてい

ただきたいと考えます。 
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□Ｉ委員 

 福祉タクシー券の利用について、対象者については承知しているが、増加してい

る高齢者の中で、障害者手帳を申請しない方も結構いらっしゃいます。医療費より

もタクシー代の方が高いから病院に行かないという話も聞きます。助成する予算の

問題もあるとは思いますが、対象者の拡大について検討をしてはいかがでしょうか。 

 

◇会長 

所管となる障害福祉課に、検討出来ないか伝えます。 

ほかにご意見等はありますか。ないようですので、「（1）福祉有償運送の必要性

について」必要があるとされるは挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

◇会長 

では、賛成全員ですので、「（1）福祉有償運送の必要性について」は必要である、

と決定いたしました。 

 

引き続き議事（2）社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 に関する更新申請につ

いて、事務局から協議事項の説明をお願いします。 

 

▲事務局 

【説明要旨】 

協議事項は、『運送の区域』『旅客から収受する対価』『旅客の範囲』『その他必要

と認められる措置』についての 4点でございます。 

なお、「佐倉市福祉有償運送事業者認定基準」を用いて、佐倉市社会福祉協議会

より提出いただいた協議資料を事前に確認しており、確認の結果は資料の巻末に添

付していますので、ご確認ください。 

 

◇会長 

それでは事業者から更新申請について説明をお願いいたします。 

 

▼事業者 

【説明要旨】 

・平成１７年から移動サービス事業を行っています。 

・今年度は当初４３名の旅客会員でスタートし、その後新たに５名が新規登録しまし

た。旅客会員の内訳は、身体障害者１７名、要介護認定者１８名、要支援認定者１
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３名、その他の事由４名です。 

・利用料は基本料金５００円、車両燃料費として１ｋｍ当たり１２０円、介助料とし

て４時間まで１，０００円、以降３０分ごとに４００円加算となっております。 

・他に車両の保険料、維持管理、事業の必要経費として２，５００円、１０月以降の

登録の場合は１，３００円、年会費として徴収しております。 

・車両は４台、内訳は車いす対応車３台、助手席回転シート車１台。 

・運行サポーターは昨年度当初２８名登録いただいています。全員に福祉有償運送運

転者講習を修了していただき、その後、車両操作や登録会員とのやり取りの実習の

ために同乗講習を３回行った後、実際にサポーター活動を行っていただいています。 

・車両定期点検は半年毎、車両及び運行サポーターの運行前点検は事業者職員が付い

て毎回行っています。 

・平成３０年度の運行実績は４６４回、目的別内訳は通院３００回、買物６７回、通

所８２回、趣味・余暇等１５回でした。 

・我々の強みである“住民同士の支えあいの推進”によって、利用者に気持ちよく利

用してただけるよう、サービスの充実に努めていきたいと考えます。 

 

◇会長 

 ありがとうございました。それでは質疑に入ります。委員の皆様からご質問があ

りましたらお願いいたします。 

 

□Ｄ委員 

 運行サポーターの同乗研修を３回行ってから実際の運行業務を行っていただい

ているということで、とても安心なシステムだと感じました。各旅客に対する担当

は固定されているのでしょうか。 

 

▼事業者 

 特に固定してはいません。旅客によっては同じ運行サポーターを希望される方も

いらっしゃるので、なるべく希望に沿うように配慮しますが、必ずしもそれが出来

るとは限りません。 

 

□Ｄ委員 

 複数のサポーターの間での情報共有はどのようにされているのでしょうか。 

 

▼事業者 

 コーディネーターが毎回運行終了後に様子を伺い、その情報を次回の運行サポー
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ターに伝達しています。 

 

□Ｂ委員 

 運行料の１ｋｍあたり１２０円というのは高いのではないか。前回の料金改定で

１ｋｍあたり３０円から１２０円にしたが、他者と料金比較し、（値下げを）検討

の余地はないでしょうか。 

 

▼事業者 

 この事業だけで採算を合わせるというのはなかなか厳しい事業で、なるべく利用

者の負担にならないようにとは考えていますが、継続していくためには一定の負担

を求めざるを得ない。設定した金額であるので、今のところは現状維持で継続した

い。 

 

□Ｄ委員 

 利用者の目的の多くが通院のようだが、複数の申込者の行き先が同じであったら、

同乗させることは行っているのですか。料金を人数で割るということは行っていま

すか。読み物の中でそうしたストーリー設定を拝見したことがあるのですが。 

 

▼事業者 

 現在は利用者の安全性を最優先し、また料金体系が単独であることを念頭に設定

していることから、全て単独で運行しています。 

 

□Ｇ委員 

 利用実績は漸減傾向だが、今後の見通しはいかがでしょうか。 

 

▼事業者 

 平成２８年度から平成２９年度にかけて利用料を改定し、実質の値上げをしたこ

とにより利用者の減少が見られました。他には運行サポーターの確保が難しかった

ことなどが挙げられます。我々のサービスの安心性をアピールし、市民同士の助け

合いをメインに位置付けていますので、助けていただける方を募っていきたいと考

えます。 

 

◇会長 

 他にございませんか。無いようですので、これより協議に移ります。申し訳ござ

いませんが、本協議会の協議については「非公開」とさせていただいておりますの

で、事業者のかたはご退席をお願いいたします。それから佐倉市社会福祉協議会谷

野委員につきましては自己審議となりますので、一時退席をお願いいたします。た
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だし、事業者のかたは委員から追加質問等があった場合、ご対応願う場合もござい

ますので、協議終了のお声がけが済むまで待機をお願いいたします。 

 

（事業者 退席） 

 

◇会長 

 それでは、議事（2）社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会における更新申請につい

ての協議に移ります。委員の皆様からご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

□Ｂ委員 

社会福祉協議会の福祉有償運送サービスの良い点は、ドア・ツー・ドアだけでな

く運行サポーターが院内介助ができる、というところです。病院側が言っているこ

とを分かりやすく利用者に伝えることや複雑な受診システムを理解しておりベテ

ランが多く、運行ヘルパーの定年を昨年７２歳から７５歳に引き上げました。（福

祉有償運送の）先駆者であり、非常にいい活躍をしていると思います。 

 

□Ｉ委員 

大変失礼な話かもしれませんが、先ほどありました免許返納の話も含めて、制度

の中で介護度がないとダメとするのではなく、要介護、要支援でなくても利用可能

とするように利用資格の幅を広げることは可能でしょうか。現実には認定を受けて

いなくても、歩くのが大変になってきたというようなケースはよくあります。 

 

□Ｆ委員 

難しいところではありますが、どこかで線引きをしないといけないというところ

で、客観的な判断のできるラインを基準としています。利用資格について、事業者

が個々に判断する、というようなことになると、トラブルになってくるケースがあ

るので、現実にそういう事例が多々あるのは承知していますが、判断の責任が事業

者に行かないよう考慮されています。 

 

□Ｉ委員 

有償運送の会議の中で、基準を変えるのは難しいということですね。 

 

□Ｆ委員 

そうですね。 

 

□Ｂ委員 

一定の認定基準がないと、我も我もとなってしまいます。公共バスもあるし、（地
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域での）ちょこっとサービスとかの生活支援や、（佐倉市）コミュニティバスも今

度路線拡大をする予定です。先ほど話題に出しました免許返納というのは証明が出

ます。免許返納の証明を一定の基準と見なすことはできないでしょうか。 

 

□Ｆ委員 

単に免許返納ということであれば、現状では公共バス、コミュニティバスを活用

していただければと思います。免許返納者に限らず、まずは公共バス、コミュニテ

ィバスの活用をお願いし、その利用が難しいという方に福祉有償運送等のサービス

がありますというスタンスでご理解いただきたい。 

 

□Ｉ委員 

福祉有償運送サービスの利用のために介護保険の適用申請をする方も見られ、介

護保険を利用しないのに申請している現実に直面しますと矛盾を感じて、もしもこ

の協議会の中で制度を変えられるのであれば、変えていきたいと考えましたが、お

話を伺って納得しました。 

 

□Ｂ委員 

生活保護の方でも（福祉有償運送サービスを）使っていますよね。 

 

▲事務局 

生活保護受給は、あくまで所得水準で決定します。生活保護者の中にも要介

護・要支援者が存在しますので、そうした方が（福祉有償運送）サービスを使っ

ているものと思われます。 

 

□Ｂ委員 

認可されると仮定して、付帯意見を付けることは可能でしょうか。可能であれ

ば、運行開始時間を３０分繰り上げて、８時３０分とするよう意見を付していた

だきたいです。前年実績の多くが通院であり、病院に９時から行くのと、８時３

０分から行くのとでは、順番待ちなどの影響が全然違います。 

 

◇会長 

コーディネーターや事務員など、事業者の体制自体にも関わってくると思うの

で、事務局から口頭で意見があったことを伝えるということでいかがでしょう

か。 

 

▲事務局 

承知しました。仮に今後その意見が受け入れられて、運行開始時間の変更とな
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った場合、それは軽微な変更として取り扱われるのでしょうか。 

 

□Ｆ委員 

時間については届け出事項ではないので、事業者の裁量に委ねられます。 

 

□Ｃ委員 

福祉有償運送の３年間の運行事績を見ていると、佐倉市シルバー人材センター

の利用回数の伸び率が目覚ましい。運行実績が減少傾向の社会福祉協議会に対し

ては、開始時間などのほかにも要因がないのか研究していただきたい。 

 

□Ｂ委員 

社会福祉協議会に「ゆうあいさくら号」という福祉車両があり、これは家族が

運転し、ガソリンを満タンで返却すればどこへ行ってもよいというものでした。

それが廃車となりました。それからシルバー人材センターは佐倉市内発着で、隣

接市町以外に印旛郡内の市へも行ってもよいということになっています。社会福

祉協議会は佐倉市に隣接している市町と、成田の日本赤十字病院しか行かないと

いう制約があります。そういう点でシルバー人材センターが優位となっていま

す。 

 

◇会長 

そういう点の改善検討についても、事務局から口頭で伝えていただいてもよろしい

でしょうか。当然社会福祉協議会の方でも、そういうことは承知しているでしょうが。 

 

□Ｂ委員 

当然承知しています。 

 

◇会長 

他にございませんか。無いようですので、議事（2）社会福祉法人 佐倉市社会福祉

協議会における更新申請に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手 全員） 

 

挙手全員でございます。それでは、議事（2）社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

における更新申請については、要綱第 7条第 3項の規定により可決されました。先ほ

ど申し上げました検討事項については、事務局の方から口頭で説明するようにお願い

します。議事は以上です。委員の皆様、ありがとうございました。 

それでは、司会進行を事務局にお返しします。 
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▲事務局 

慎重なご協議ありがとうございました。最後に、次第の４ その他として担当

から連絡事項がございます。 

まず、「公益社団法人 佐倉市シルバー人材センター」の事業拠点の増設につき

ましては、前回会議時にもご説明させていただいたかと思いますが、今月3日より

志津地区の西部地域福祉センター及び隣接地の駐車場に事業拠点を増設して運営

が行われている旨報告がございました。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


